
北上市告示乙第14号 

 

 消防車が訓練においてサイレンを吹鳴するため、消防法第26条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

 

  令和５年２月24日 

北上市長 髙 橋 敏 彦       

 

１ 訓練実施場所 

  北上市相去地内 北上総合運動公園周辺一帯 

２ 訓練実施日時 

  令和５年３月５日（日） 午前７時から８時30分まで 

３ サイレン吹鳴車両 

  14台 

 

 


